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0 カバン
(SNS等 )の不11使 用 不当な吉き込み その他指導が必要

特に指定しない力ヽ 学校生活に適したものとする。
と思われる行為

② スマートフォン 務帯電Ar

授業中 集飼 ' 考査11の使用は栄にする (電派を切リカバ

ンにしまう).他 は 叶と場合を考えて使|口 すること.

0 貴重品

現金を合めて贅重品は学校へ極力持ってこないようにする.

景重IIttFllは  各自の責任で行い 場合によっては教員の指示

に従うこと

④ 生lt手熊

常に携行するように心Iltけ る.

0 その他

ゲーム機器 ドライヤー等 学校生活に不必要なものはヽち

込まない。

5 施設設備等の使用について

① 施設設備を利用した場合は きちんともとの状態に戻し 清

掃を行い.ゴ ミは定められた場所へ螢てること.

② 狡合内では上履きを 体育館では体育館履きを必ず使用する

こと.

0 ガラス 施設 Hl■等を餃猥したときは,直ちに担lf 部活

動顧同等を通じて生活指導部に届け出ること

O ガラス,施設 H具等の岬 については,原 11と して実費を

介償すること.

0 更衣は,体育館更衣室または指定された場所で行うこと.

⑥ 飲食は,時 と場所をわきまえて行うこと。歩きながらの飲食

は旅に慎むこと.

6 集会 潟示物

姜全 郷示物は 生活指導部へ膚け出る.ただし,営利目的,

人権を侵書するものは認めない.

7 アル′ヽイト

アルバイトは 学茉や部活動等の学校生活に支障をきたす

`れがあるので 原買1禁止とする.

ただしやむを得ない事情がある場合は, アルバイトをス認する

こともある.

8 特別指導

法令に違反する行為 生命や健康の危険 人権を侵をする行な

反社会的 非社会的な行為 学校の秩序を乱す行為は 特,1指導

の対象とする.

指導項目

飲酒 喫煙 薬物使用 バイク 自動車金校,窃盗 万1き ,

暴言 暴力 いじめ 恐喝 考査不正行為 (カ ンニング等)

不工乗車 無断外出.器物破損 金品の売買 インターネット
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